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１．西牟婁振興局建設部の概況 

 当振興局建設部の管轄区域は、田辺市、白浜町、上富田町であり、管内面積は１，２８５㎢で県土

の２７％、なかでも田辺市は県土の約２２％を占めています。管内人口は約１０万人で県内人口の約

１１％を占めています。 

 地勢は、平野部が少なく、奈良県と境界をなしている果無山脈とそれに連なる諸山脈等大小の山々

が多く、急峻な山地が海岸部まで迫っています。 

 このような地形条件のため、道路は急勾配となり屈曲の多い山岳道路特有の形態を呈し、河川は蛇

行しながら太平洋に注いでいます。 

 一方、海岸は、海岸山地の沈降によって、海水が谷に侵入してできた複雑な海岸地形をもとに、隆

起による陸域の増大および侵食による海域の増大がうまく調和することによって荒々しい岩礁海岸の

姿を保っています。日本のナショナル･トラスト運動の先駆けの地としても知られる天神崎や、名勝と

して名高い円月島、千畳敷、三段壁等、海岸の大部分が吉野熊野国立公園に指定されています。 

 管内は、黒潮の影響を受ける南海気候区に属し、降水量は多く、また、よく台風の進路にあたるこ

とから毎年河川、道路等公共施設の災害が多く発生しています。近年では、平成２３年台風第１２号

による記録的豪雨により、各地で甚大な被害が発生しました。 

 管内には、山間部を縫うようにして走る熊野への参詣道「熊野古道」があり、「紀伊山地の霊場と参

詣道」の一部として平成１６年７月に世界遺産に登録されています。また、平成２８年１０月には管

内８地点が追加登録されており、県内外から大勢の観光客が訪れています。このため、世界遺産とし

ての文化価値との調和を図りながら施設等の管理を行うと共に、交通の利便性や交通安全の確保に努

めています。 
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２． 西牟婁振興局建設部の所在地 

庁舎の所在地 

田辺市朝日ヶ丘２３番１号 西牟婁総合庁舎内 

 

３． 西牟婁振興局建設部の沿革 

昭和２１年１月１日付けの機構改革に伴い、西牟婁地方事務所土木課より分離し、田辺市上屋

敷町１１６番地に田辺土木出張所として新設され、田辺市、白浜町、中辺路町、大塔村、上富田

町、日置川町、すさみ町の１市６町村を管轄とした土木行政を担当。 

  昭和２６年５月１４日 田辺市上屋敷町１９３番２に新庁舎を建設し移転。 

  昭和３０年４月 １日 一部機構改革に伴い管轄の「すさみ町」を串本土木出張所に移管。 

  昭和３５年７月 １日 和歌山県河川監理員設置規定により、河川監理員を配置。 

  昭和３８年６月 １日 和歌山県道路監理員設置規定により、主任道路監理員を配置。 

  昭和４１年８月２８日 主査及び主任河川監理員を配置。 

  昭和４３年８月１４日 機構改革に伴い､田辺土木事務所と改称し､富田川改良工事事務所を合併。 

  昭和４６年２月 ９日 庁舎の敷地が、街路事業文里港線（田辺市委託施工）の道路用地となり、

田辺市上屋敷町１１２番地に移転。 

  昭和４９年５月１３日 西牟婁総合庁舎の新築完成により、田辺市朝日ヶ丘２３番１号に移転。 

  昭和５６年６月 １日 機構改革に伴い、建築課を設置。 

  昭和５８年６月 １日 技術部門の強化と行政効率の向上並びに工事検査のスピード化を図るた

め総括専門員を配置。 

  昭和６０年６月 １日 機構改革に伴い、日置川駐在所と中辺路駐在所を、それぞれ富田川出張

所と国道改良工事事務所に統合し、新たに日置川道路整備員詰所と中辺

路道路整備員詰所を設置。 

  平成 ３年４月 １日 機構改革に伴い、補修課を道路整備課に改称。 

  平成 ６年４月 １日 機構改革に伴い、日置川道路整備員詰所を廃止。 

  平成 ７年４月 １日 機構改革に伴い、総務管理課を総務課と管理課に分割。 

  平成 ８年４月 １日 機構改革に伴い、総括専門員を廃止し、次長（技術）を配置。 

  平成 ９年４月 １日 機構改革に伴い、富田川出張所を廃止し富田川道路整備員詰所を設置。

企画調査課を新設。工務第一課を道路課に改称（第一係及び第二係）。 

             工務第二課を治水課に改称（第一係及び第二係）。 

  平成１０年４月 １日 機構改革に伴い、西牟婁振興局に統合され建設部を設置。 

             部長、副部長（事務）、副部長（技術）を配置。 

  平成１１年４月 １日 国道３１１号改修工事の概成に伴い、国道改良工事事務所を廃止。 

             高速道路建設の推進並びに建築行政効率の向上を図るため総括専門員を、

また工事検査のスピード化を図るため検査員を配置。 

             道路課に第三係を設置。 

  平成１２年４月 １日 機構改革に伴い、建築課に建築係及び営繕係を設置。 

             中辺路道路整備員詰所を廃止。 

  平成１４年４月 １日 機構改革に伴い、係を廃止しグループ制を導入。 

  平成１５年４月 １日 機構改革に伴い、農林道課を設置。 

             田辺漁港事務所を農林水産振興部より編入。 

             富田川道路整備員詰所を廃止。 

  平成１７年４月 １日 機構改革に伴い、龍神駐在、龍神詰所及び本宮駐在、本宮詰所を日高振

興局建設部及び東牟婁振興局新宮建設部から移管。 
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  平成１７年５月 １日 田辺市、中辺路町、大塔村、龍神村、本宮町の合併による「田辺市」の

誕生に伴い、旧龍神村及び旧本宮町の区域を管轄。 

  平成１８年４月 １日 機構改革に伴い、総務課と管理課を統合し総務管理課に、農林道課を廃

し道路課に統合、治水課と田辺漁港事務所を統合し河港課に、企画調査

課を事業調整課に改称。 

             近畿自動車道紀南高速事務所を西牟婁振興局建設部近畿自動車道紀南高

速事務所に組織変更。 

  平成２０年４月 １日 機構改革に伴い、近畿自動車道紀南高速事務所を移転し、用地第一課と

用地第二課を設置。 

龍神駐在を田辺市龍神行政局内に移転。 

  平成２１年４月 １日 機構改革に伴い、総務管理課、事業調整課、用地課を廃し、総務調整課、

用地・管理課を設置。 

  平成２２年４月 １日 機構改革に伴い、近畿自動車道紀南高速事務所用地第一課と用地第二課

を用地課に統合。 

  平成２４年４月 １日 近畿自動車道紀南高速事務所を西牟婁総合庁舎内に移転。 

  平成２５年７月 １日 湯浅御坊高速事務所(有田振興局建設部内)の設置に伴い、近畿自動車道

紀南高速事務所職員の一部が配置換。 

  平成２８年４月 １日 近畿自動車道紀南高速事務所を廃止。 

  平成２９年４月 １日 機構改革に伴い、用地・管理課、道路整備課、道路課、河港課を廃し、

用地課、管理保全課、工務課を設置。 

４． 管内市町の概要 

                       令和５年４月１日時点（和歌山県調査統計課調べ） 

市 町 名 
人   口 世 帯 数 

男 （人） 女 （人） 計 （人） （世 帯） 

田  辺  市 ３１，２８０ ３５，６２２ ６６，９０２ ３０，９５１ 

白  浜  町 ９，２０３ １０，４６３ １９，６６６ ９，４５０ 

上 富 田 町 ７，２９３ ８，０２３ １５，３１６ ６，５８８ 

計 ４７，７７６ ５４，１０８ １０１，８８４ ４６，９８９ 

 

  田 辺 市 平安時代から熊野詣で栄え、武蔵坊弁慶の生誕地、博物学者の南方熊楠が居住した地

として知られています。 

       海岸部は日本のナショナルトラスト運動の発祥地である「天神崎」があり、自然のま

まの海岸が残されています。 

       山間部は、紀伊半島内陸部に位置し、熊野古道や熊野本宮大社、百間山渓谷、日本三

大美人の湯「龍神温泉」、日本最古の湯「湯の峰温泉」等があります。特に、熊野古道

や熊野本宮大社などが、平成１６年７月に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺

産に登録され、世界的にも注目されています。 

  白 浜 町 日本三大温泉地のひとつで、飛鳥・奈良時代から「牟婁の湯」として栄え、その豊富

な湯量によって数多くの旅館やホテルが立ち並んでいます。円月島、三段壁、千畳敷、

白良浜などの景勝地があり、夏は海水浴やマリンレジャーで賑わう観光地です。 

       清流日置川は鮎釣りのメッカであり、海岸部では磯釣りなど、様々なアウトドアレジ

ャーも楽しめます。 

  上富田町 熊野詣の山間部を行く中辺路街道と海岸線を行く大辺路街道との分岐点であったこと

から「口熊野」と呼ばれて栄えてきました。富田川沿いに開けた盆地には、歴史や

由諸ある寺社が点在しており王子跡や岡藤、大賀ハスなどの見所があります。 
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５．機構図 

 

参事（部長） 

主任河川監理員   総務調整課 

   総務調整グループ 

   入札契約グループ 

  建築課 

   建築グループ 

   営繕グループ 

  管理保全課 

   管理グループ 

   保全グループ 

   機動グループ 

   龍神詰所 

   本宮詰所 

  工務課 

   道路グループ 

   河港グループ 
龍神駐在 

   本宮駐在 

  用地課 

   用地グループ 

副部長 

事務 
技術（企画員） 主任道路監理員 
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６．職員現況                      令和５年４月１日現在 

 事 務 技 術 計 

 参事（部長）   １  １ 

 企画員（副部長）    １  １ 

 副部長  １    １ 

総 

務 

調 

整 

課 

課   長   １  １ 

入札契約統括員  １   １ 

主   任  ２  １  ３ 

主   査  １  １  ２ 

副 主 査  ２    ２ 

主   事  ３   ３ 

  計  ９  ３  １２ 

用 

地 

課 

課   長  １   １ 

主   任  ２   ２ 

主   査  １     １  

副 主 査  ２   ２ 

主   事  ２   ２ 

  計  ８     ８ 

建 

築 

課 

主   幹   １  １ 

専門技術員(課長)   １  １ 

主   任   ３  ３ 

主   査   ３  ３ 

副 主 査    ２  ２ 

技   師   ３  ３ 

  計   １３  １３ 

管 

理 

保 

全 

課 

総括専門員(課長)   １  １ 

主   任  １  １  ２ 

主   査  ２  ８  １０ 

副 主 査  ２  ３   ５ 

主   事  ３     ３ 

技   師    ４   ４ 

  計  ８  １７  ２５ 

工 

務 

課 

課   長   １  １ 

主   任   ３  ３ 

主   査   ９  ９ 

副 主 査   ３  ３ 

技   師   ４  ４ 

  計   ２０  ２０ 

会計年度任用職員  ９  １   １０ 

合  計 ３５ ５６  ９１ 
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７．分掌事務 

 

総務調整課 

(1) 部の予算の経理事務に関すること。 

(2) 公有財産の維持管理及び庁内取締りに関すること。 

(3) 土木事業等の調査、進行管理、企画及び調整に関すること。 

(4) 建設副産物対策に関すること。 

(5) 国庫負担及び国庫補助並びに県費補助に係る市町村の土木事業への技術的な助言・勧告等及び

補助金等の額の確定の際必要に応じて行う現地調査等に関すること。 

(6) 土地利用に関する協議、手続及び審査に関すること。 

(7) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録に関すること。 

(8) 土砂災害特別警戒区域内の規制に関すること。 

(9) 景観法、景観条例に関すること（他課の所掌に属するものを除く。）。 

(10) 入札及び契約に関すること（西牟婁振興局他部の入札事務を含む。）。 

(11) 建設業に関すること。 

(12) 浄化槽法の規程に基づく浄化槽工事業に係る登録に関すること。 

(13) 地元負担金の徴収に関すること。 

(14) 県単独補助事業の補助金の交付に関すること。 

 

用地課 

(1) 工事の執行に伴う土地買収、物件移転補償及び土地建物等の借上げ並びに土地等の登記に関す

ること。 
(2) 公有地の拡大の推進に関すること。 

 

建 築 課 

(1) 建築基準に関すること。 

(2) 建築士に関すること。 

(3) 公営住宅に関すること。 

(4) 宅地建物取引業に関すること。 

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）の施行に関すること。 

(6) 市町村が国又は県から補助金の交付を受けて施行する公営住宅及び住環境整備事業の指導及び

監督に関すること。 

(7) 福祉のまちづくりに関すること。 

(8) 景観法、景観条例に関すること（建築物に限る。）。 

(9) その他建築、住宅に関すること。 

(10) 営繕工事に関すること。 

(11) 建築工事及び設備工事の検査に関すること。 
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管理保全課 

(1) 公共土木施設の管理に関すること。 

(2) 水防に関すること。 

(3) 道路及び河川の愛護奨励に関すること。 

(4) 採石法に関すること。 

(5) 砂利採取法に関すること。 

(6) 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域の管理に関すること。 

(7) 公有水面埋立に関すること。 

(8) 漁港区域、港湾区域、海岸保全区域及び一般公共海岸区域の管理に関すること。 

(9) 放置艇対策に関すること。 

(10) 道路法に関すること。 

(11) 河川法に関すること。 

(12) 公共土木施設の維持、修繕（点検を含む。）に係る調査・測量・設計・施工及び監督に関する

こと。 

(13) 公共土木施設に係る各種台帳整備に関すること。 

(14) 南紀白浜空港の整備に関すること。 
 

 工 務 課 

(1) 道路の新設及び改良工事等の調査・測量・設計・施工及び監督に関すること。 
(2) 道路災害復旧事業の調査・測量・設計・施工及び監督に関すること。 
(3) 河川、海岸、港湾、漁港、砂防工事等の調査・測量・設計・施工及び監督に関すること。 

(4) 海岸保全区域の指定の調査に関すること。 

(5) 港湾及び漁港区域の指定の調査に関すること。 

(6) 地すべり、急傾斜、砂防区域の指定の調査に関すること。 

(7) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定及び解除の調査に関すること。 
(8) 河川、海岸、港湾、漁港、砂防災害復旧事業の調査・測量・設計・施工及び監督に関すること。 
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８．管内の土木施設概要 
（１）総 括 

区  分 箇所数 延 長 摘     要 

道   路 42   606.6㎞  
一般国道 5（国直轄を除く） 

主要県道11 一般県道26 

河   川 88   492.9㎞  一、二級河川 

海   岸 21   26.5㎞  海岸保全区域 

港   湾 2   417.5ha  文里港 354.7ha  日置港 62.8ha 

砂   防 385    田辺市 285  白浜町  52 上富田町  48 

地 す べ り 21   466.6ha  田辺市  17(424.24)     上富田町   4(42.31) 

急 傾 斜 246    田辺市 122  白浜町  69 上富田町  55 

県 営 住 宅 15   657戸  田辺市 394  白浜町 140 上富田町 123 

 

（２）道 路 

区  分 路 線 数 実 延 長 
改  良  済 

延  長 率 

 一 般 国 道 ５       ２１８．１㎞ １６８．６㎞ ７７％ 

 主 要 県 道 １１       １６０．８㎞ １１９．９㎞ ７５％ 

 一 般 県 道 ２６       ２２７．７㎞ １３２．３㎞ ５８％ 

計 ４２       ６０６．６㎞ ４２０．８㎞ ６９％ 

 

（３）橋 梁 

区  分 橋 梁 数 
内  訳 

摘  要 
永久橋 木 橋 

一 般 国 道 ２５０    ２５０   ０    

主 要 県 道 １５４    １５４   ０    

一 般 県 道 １８９    １８９   ０    

計 ５９３    ５９３   ０    

 

（４）河 川 

区  分 河 川 数 延 長 摘  要 

 一 級 河 川      ５    ４２．８㎞  

 二 級 河 川     ８３   ４５０．１㎞  

 

［管内道路表］ 

種 

別 
路  線  名 実 延 長 ｍ 

改 良 済 

延  長 ｍ 率 ％ 

一 

般 

国 

道 

 国道１６８号   １６，７１９ １６，０７９ ９６ 

 国道３１１号   ５１，８２５   ５０，３０５   ９７ 

 国道３７１号 １０１，９４８   ６９，０９１   ６８ 

 国道４２４号   ２０，５６４ ２０，３１７   ９９ 

 国道４２５号   ２７，０５６   １２，８０８   ４７ 

小  計  ２１８，１１２ １６８，６００   ７７ 
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種 

別 
路  線  名 実  延  長  ｍ 

改 良 済 

延  長 ｍ 率 ％ 

主 

 

要 

 

県 

 

道 

 

１９ 美里龍神線    ５，７８５      ９７    ２ 

 ２９ 田辺龍神線   ３０，１７５  ２３，６８５   ７８ 

 ３０ 田辺印南線    ９，４３２   ４，１６５   ４４ 

 ３１ 田辺白浜線   １２，１１２  １２，０６８   ９９ 

 ３２ 紀伊田辺停車場線      １６１       １６１  １００ 

 ３３ 南紀白浜空港線    ８，５４０   ８，５４０  １００ 

 ３４ 白浜温泉線   １６，２５６  １６，１６８   ９９ 

 ３５ 上富田南部線   １６，９６９  １５，４５８   ９１ 

 ３６ 上富田すさみ線   ２４，９３６  １７，１８１   ６９ 

 ３７ 日置川大塔線   ２８，５１２  ２０，７１５   ７３ 

 ４５ 那智勝浦本宮線    ７，９１８   １，６４４   ２１ 

小  計  １６０，７９６ １１９，８８２   ７５ 

一 

 

 

 

般 

 

 

 

県 

 

 

 

道 

１９８ 龍神中辺路線   １１，９３５   １１，９３５  １００ 

１９９ 芳養清川線   １４，１７５   １１，００５   ７８ 

２００ 中芳養南部線      ５７７      ５７７  １００ 

２０５ 上野岩田線    ６，３２８      ４７４    ７ 

２０６ 文里湊線    ２，６９９    ２，６９９  １００ 

２０７ 上万呂北新町線    ３，２１８    ２，１７８   ６８ 

２０８ 秋津川田辺線   １７,９８９   １２，１０１   ６７ 

２０９ 長野上秋津線    ８，００８    ４，７９８   ６０ 

２１０ 田辺港線    １，８２６    １，８２６  １００ 

２１１ 文里港線    １，２８７    １，２８７  １００ 

２１２ 栄岩崎線    ８，０８８    ５，２８１   ６５ 

２１３ 白浜久木線   １０，７５９    ２，８７２   ２７ 

２１４ 白浜停車場線    ３，９４１    ３，９４１  １００ 

２１５ 椿停車場線    １，２９１      ７０６   ５５ 

２１６ 温川田辺線   ２６，８４５   １０，２１１   ３８ 

２１７ 近露平瀬線   １０，０２７    １，２５８   １３ 

２１８ 平瀬上三栖線   １４，３６７    ５，９９４   ４２ 

２１９ 下川上牟婁線   ２５，８３８   １６，７８０   ６５ 

２２０ 岩田保呂線    ４，２６７    ２，８３４   ６６ 

２２１ 市鹿野鮎川線   １１，６３６    ４，９６９   ４３ 

２２２ 城すさみ線    １，８９０        ０    ０ 

２２３ 日置港線      ４５８      ４５８  １００ 

２４１ 静川請川線    ６，９０１    ３，９７２   ５８ 

２４３ 日置川すさみ線    ４，４９９    ４，４９９  １００ 

７３５ 龍神十津川線   １８，０４４    ８，８９８   ４９ 

８０１ 白浜日置川自転車道線 １０，７８９  １０，７８９  １００ 

小  計  ２２７，６８２  １３２，３４２   ５８ 

合   計  ６０６，５９０  ４２０，８２４   ６９ 
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［管内河川表］ 

河 川 名 延長 ｍ 河 川 名 延長 ｍ 河 川 名 延長 ｍ 

井原川 800 馬川 3,390 三ヶ川 4,250 

芳養川 15,281 生馬川 6,702 城川 13,800 

田川 3,520 板木川 1,000 上の谷川 2,650 

小畔川 2,550 岡川 6,773 深谷川 2,200 

西郷川 4,300 田熊川 3,300 将軍川 2,200 

小恒川 4,260 根皆田川 2,000 前の川 18,450 

左会津川 13,366 汗川 2,500 熊野川 6,370 

稲成川 4,871 清水谷川 2,000 法師川 2,100 

荒光川 1,800 鉛山谷川 650 竹の又川 3,700 

右会津川 17,954 樽見谷川 220 西の又川 1,800 

大西谷川 300 使者原川 100 安川 5,000 

左向谷川 1,880 内の井川 6,800 和田川 5,000 

久保田川 3,550 小川谷川 4,500 大内川 3,500 

稲屋川 1,720 西谷川 1,350 下の川 2,000 

谷川 3,600 西の谷川 800 十丈又川 1,600 

池の川 3,700 石船川 5,500 栗の木谷川 300 

小川谷川 4,000 高原谷川 3,000 野中川 7,000 

橋谷川 600 戸土谷川 600 伊古木川 900 

西橋谷川 350 鍛冶屋川 7,000 日高川 63,070 

名喜里川 1,630 熊野川谷川 1,300 寒川 3,000 

成川 300 中川 7,000 手谷川 2,000 

出井川 500 足立谷川 1,500 丹生川 19,900 

新川 2,700 袋川 1,300 小又川 2,300 

仙波谷川 600 見草川 800 熊野川 14,500 

安久川 3,500 朝来帰川 3,520 大塔川 6,545 

富田川 33,618 市江川 390 四村川 13,400 

高瀬川 3,783 志原川 1,180 音無川 7,400 

庄川 4,045 日置川 56,945 三越川 1,000 

瀬田川 2,000 森田川 1,200   

惣田川 650 安宅川 2,000   
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９．令和５年度事業予算 
  

令和５年度 当初予算事業費（Ｒ５．４．１現在）               （単位：千円） 

区  分 
公  共 単  独 合 計 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

道     路 26 3,989,308 18 953,575 44 4,942,883 

河     川 7 900,900 2 70,000 9 970,900 

海     岸 2 115,500   2 115,500 

港     湾 3 176,400 2 25,000 5 201,400 

砂     防 13 341,250   13 341,250 

急 傾 斜 12 194,250 8 39,500 20 233,750 

漁     港 4 96,600    4 96,600 

空     港 1 504,000   1 504,000 

合  計 68 6,318,208 30 1,088,075 98 7,406,283 

  

 

 

令和４年度 補正予算事業費（Ｒ５．４．１現在）              （単位：千円） 

区  分 
公  共 単  独 合 計 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

道     路 17 2,318,152   17 2,318,152 

河     川 7 1,403,900   7 1,403,900 

海     岸 4 414,100   4 414,100 

港     湾       

砂     防 12 444,905   12 444,905 

急 傾 斜 11 358,550   11 358,550 

漁     港       

空     港       

合  計 51 4,939,607   51 4,939,607 
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１０．主要事業の概要 

【道 路】 

（１）国道３７１号（川筋ネットワーク道路） 

大阪府河内長野市を起点に東牟婁郡串本町に至る紀伊半島を縦貫する路線で、管内の延長は１０１．

９㎞となっています。昭和５０年に県道美里中辺路線から国道に昇格。昭和５７年に串本町まで延伸

されていますが、線形不良箇所や狭隘部が多く、車の対向が困難な箇所が数多くあります。 

道路改良事業については、田辺市中辺路町小松原～合川において、平成２１年度より「中辺路町工

区」として事業化（令和４年度完了）しており、平成３０年度補正より「石船～向山工区」、令和２年

度より「小松原工区」が新たに事業化し、現道拡幅による整備を進めています。 

さらに令和元年度からは田辺市龍神村東～殿原も現道拡幅による整備を進めています。 

 

    
    ▲石船～向山工区（石船地内）     ▲小松原工区（小松原地内） 

 

（２）芳養清川線（川筋ネットワーク道路） 

国道４２号（田辺市芳養地内）を起点とし、日高郡みなべ町に至る路線であり、田辺市街地と山間

部集落を連絡する田辺圏域の「背骨」となる重要な道路のひとつで、管内延長は、１４．２㎞となっ

ています。 

上芳養地区の幅員狭小区間（延長１，４００ｍ）については平成２２年度より、中芳養地区の幅員

狭小区間（延長１，１５０ｍ）については平成２５年度より事業を進めており、平成２９年度に中芳

養工区のバイパス区間（延長７５０ｍ）を供用し、残る現道拡幅区間についても令和２年度に供用開

始しました。 

また、令和元年度より新たに「中芳養～上芳養工区」（延長１，０００ｍ）を事業化し、現道拡幅

により整備を進めています。                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 中芳養～上芳養工区          ▲ 上芳養工区 
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（３）上富田南部線 

西牟婁郡上富田町から田辺市を経て、日高郡みなべ町を結ぶ幹線道路（管内延長１７．０㎞）であ

り、阪和自動車道みなべＩＣへのアクセス道路、国道４２号及び国道３１１号の代替道路としても重

要な路線です。田辺市下万呂から秋津町の区間には小学校、保育所があり、通学路となっているもの

の幅員が狭隘で住宅が密集している区間であるためバイパス道路（延長１，１００ｍ）で計画し、平

成１６年度より事業着手し平成２４年度に供用。また、平成２３年度に着手した秋津野橋（延長５９．

５ｍ）の架け替え工事についても平成２５年度に供用しています。 

また、平成２５年度に事業化した中万呂地区の幅員狭小部分（延長６００ｍ）については、令和２

年度に供用開始しました。 

現在は、平成２８年度に事業化した秋津町地区の幅員狭小部分（延長２００ｍ）及び令和２年度に

事業化した上万呂（熊野橋付近）から中万呂の区間（延長１,０００ｍ）について、それぞれ整備を進

めています。 

      
▲ 田辺市上万呂地区           ▲ 田辺市秋津町地区 

 

（４）白浜久木線  

当該路線は、国道４２号と白浜町の内陸部を結び、災害時には日置川大塔線や国道４２号の代替路

としての機能だけでなく、旧白浜町と旧日置川町に一体的な繋がりをもたせることができる重要な路

線です。 

そのため、平成２６年度から久木側の久木工区（延長２，４００ｍ）より事業着手しており、平成

２９年度からは、庄川側の庄川～久木工区（延長２，０００ｍ）についても事業化し、両側から整備

を進めています。 

                          
        ▲久木工区                 ▲庄川～久木工区 

 

（５）上万呂北新町線  

当該路線は、国道４２号から国道３１１号へ至る幹線道路であり、地域住民の生活はもとより、観

光や物流においても重要な路線です。 

また、当区間は会津小学校の通学路となっているものの歩道が整備されておらず、国道４２号との
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天王池交差点では、事故率が高い状況です。 

そのため、平成２３年度より事業着手し、歩道設置及び交差点改良を進めています。 

                      

 

 

（６）文里湾横断道路 

 当該路線は、田辺市中心部と県道南紀白浜空港線を連絡する都市計画道路であり、田辺市津波避難

困難地域解消計画の中で、近い将来発生が予想される南海トラフ地震時に、津波避難困難地域のみな

らず、周辺に存在する要配慮者施設利用者等の避難路・避難場所として必要とされている重要な路線

です。 

当該区間の整備により、効果的な緊急輸送ルートの確立、近隣町との地域間を結ぶ交通網を形成し、

市街地の渋滞解消に寄与するものです。令和４年度から、用地取得に着手しました。 

 

  

 

▲施工状況  ▲ 施工状況 
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【河 川】 

（１）富田川 

富田川では、河口より上流（馬川合流点）に至る整備計画区間約６．２kmにおいて、平成３０年６

月に河川整備計画を策定し、平成３０年度から河口部より、護岸の嵩上げや河道掘削を進めています。 

（２）左会津川 

左会津川は、河川整備計画（平成１５年１１月策定）に基づき、河口より上流（田辺市秋津町）に

至る整備計画区間約２．０㎞の区間において、護岸の嵩上げ工事を進めています。 

（３）芳養川 

芳養川は、昭和４８年度から改修に着手し、河口より脇田橋（県道）までの間３.０㎞までの工事を

完成しています。 

現在は河川整備計画（平成２６年８月策定）に基づき、脇田橋から上井頭首工までの約２．０㎞の

区間において、護岸の整備を進めています。 

（４）日置川 

日置川は、河川整備計画（平成２９年９月策定）に基づき、矢田～田野井地区（２．６㎞）および

安居～寺山地区（０．８㎞）のうち、現在は矢田地区を対象に、掘削・築堤等の整備を進めています。 

（５）熊野川 

熊野川圏域においては、昭和３４年、昭和５７年、平成９年、近年においては平成２３年９月の台

風第１２号などの度重なる洪水により浸水被害が発生し、対策が強く求められています。 

現在は河川整備計画（平成２１年９月策定）に基づき、本宮地区において、全体計画約４０万m³の

河床掘削を実施しております。 

 

【砂 防】 

萩の谷川砂防事業 

 萩の谷川は、保全対象として人家 11 戸および三里公民館（旧三里小学校：避難場所）、三里高齢者

支援ハウス（災害時要援護者関連施設）等が保全対象の土石流危険渓流です。降雨の際には、土石流

の発生が懸念されることから、平成２７年度より対策事業に着手し、対策工として砂防堰堤工を施工

しています。 
 

 

 

  

▲ 萩の谷川 
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【海 岸】 

日置海岸 

 日置海岸の背後には、小学校や中学校など公共施設が立

地しています。これまで、台風などの波浪により越波によ

る被害が発生しており、平成１６年度から高潮対策のため

の人工リーフの整備を進めており、これまでに２基の整備

が完了しています。 

残りの１基については、令和７年度の完成を目指し工事

を進めています。 

【港 湾】 

高潮対策事業（文里港海岸） 

文里港の背後地には、県立神島高等

学校や田辺港湾合同庁舎が立地し、人家

なども密集しています。しかしながら、

護岸高が不足していることから、台風な

どの際には、高潮による浸水被害が発生

していたため、平成２１年度から護岸の

嵩上げや消波工などの工事を実施してい

ます。  

 

 

 

 

【漁 港】 

田辺漁港海岸 

 田辺漁港海岸は、県の東南海・南海地震津波被害想定において最大波高4.9m以上の津波が襲来し、

一部で3m以上、残りの大部分の地域においても3m未満の浸水区域が発生すると想定しています。 

 このため、水門・樋門の改良（遠隔化）を行い、津波到達時間までに閉鎖するとともに、耐震性調

査・耐震化補強・破堤防止を行います。

        

 

 

 

水門・樋門 
４基 

護岸（改良） 
８１０ｍ 

▲ 田辺漁港海岸 

▲ 日置海岸 

差し替え 
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【空 港】 

南紀白浜空港 

 南紀白浜空港は、昭和４３年４月に、YS-11型機の就航が可能な１，２００mの滑走路を有する第３

種空港として供用を開始し、東京～白浜間の定期航路が開設しました。その後、航空機のジェット化

に伴い、ジェット機が就航できる滑走路とするため、隣接した場所に新たに新空港を整備し、平成８

年３月から１，８００ｍの滑走路を有する新空港として現在の位置に供用開始しています。 

 さらに、平成１２年９月には、さらなる航空機の大型化に伴い中型ジェット機に対応するため２，

０００ｍ滑走路に拡張されています。 

 この空港は、本県の一大観光地である白浜町に位置し、観光振興に寄与することはもとより、大規

模災害時の物資、人員の輸送などに重要な役割を果たすことが期待されています。 

 現在、令和４年度から実施している老朽化した滑走路舗装の全面的な改良工事を進めています。 

 

 
南紀白浜空港 
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１１．管理業務 

（１）道路管理 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）の適用を受ける、管内の道路（国道５路線、県道３７路線）

総延長６０６．６㎞と橋梁５９３箇所等の構造を保全し、円滑な道路交通を確保するため全路線の道

路パトロール等を行っています。 

 [主な業務] 

① 道路工事（道路法第２４条）施工状況の監督及び指導 

② 不法占用、不法使用等の是正指導及び排除 

③ 路面、路側等道路構造物の損傷又は汚損状況の調査と安全点検 

④ 道路占使用及び工事施工承認等の許認可事務 

 

[道路管理処理関係]                               （単位：件） 

区    分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 

２４条  （道路工事） ２５ ３４ ２５ ２８ ２１ 

３２条  ３５条      

新  規 １９０ ２０１ １３８ １７０ １８５ 

  継  続 １５０ １６５ ２４４ ２４５ ３４６ 

  掘  削 ４１ ６７ ５２ ５６ ４９ 

  区間整理事業区域内      

４２条 （パトロール） １，２１５ １，２１５ １，２１５ １，２１５ １,２１５ 

４６条 （通行制限） ７３ ２４ ２７ ４６ ２８ 

77,80条（警察許可・協議） ２４７ ２３２ ２８６ ２５４ ２０６ 

異常気象時における規制 ４ ４ ２ ６ ２ 

  水  防 ３ ２ ０ ０ ０ 

  凍  結 １ ２ ２ ６ ２ 

道 路 管 轄 路 線 数 ４２ ４２ ４２ ４２ ４２ 

  一般国道 ５ ５ ５ ５ ５ 

  主要県道 １１ １１ １１ １１ １１ 

  一般県道 ２６ ２６ ２６ ２６ ２６ 

橋     梁     数 ５３３ ３２５ ３２５ ５９０ ５９３ 

  一般国道 ２１８ １４９ １４９ ２４６ ２５０ 

  主要県道 １４０ ８４ ８２ １５７ １５４ 

  一般県道 １７５ ９２ ９４ １８７ １８９ 

[道路愛護団体] 

会の名称 代表者の氏名 設立年月日 

中芳養道路河川愛護会 岩本 徳三 昭和 44年 1月 25日 

内ノ井道路河川愛護会 佐田 俊知 昭和 50年 6月 20日 

稲成道路河川愛護会 室井 修一 昭和 50年 7月 1日 

田辺市伏菟野道路河川愛護会 宮永 昌幸 昭和 52年 7月 1日 

大古道路河川愛護会 冷水 喜久夫 昭和 55年 2月 10日 

西原道路愛護会 森 佳弘 昭和 40年 4月 1日 

近野地区環境保全協議会 多穪 勝利 昭和 58年 4月 15日 
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[わかやま道路パートナー事業]（旧紀の国マイロード事業） 

参加団体の名称 代表者の氏名 初回協定締結日 

龍神村花いっぱい運動推進協議会 古久保 貞子 平成 18年 9月 1日 

白浜愛創会 田畑 伸芳 平成 18年 11月１日 

ＮＰＯ法人花つぼみ 古守 一晶 平成 19年 4月 16日 

四村川を考えるふれあいの会 久田里 敏行 平成 19年 4月 16日 

ペトラ会 西川 福美 平成 21年 5月 1日 

市ノ瀬河川敷環境美化推進実行委員会 池口 公二 平成 23年 4月 1日 

国道(311号)市ノ瀬地区花壇美化クラブ 芝﨑 彰宏 令和4年 4月 1日 

（２）河川管理 

管内を流れる河川のうち、現在８８河川が県管理河川（一、二級河川）として指定されており、総

延長は４９３㎞におよんでいます。 

当建設部では、これら一、二級河川の河川法に基づく適正かつ効果的な維持管理を図るため、河川

管理員を配置し、主として河川占用許可及び形状変更許可等の許認可業務並びに、川へのゴミ不法投

棄及び不法占用等違反行為の是正指導を行っています。 

その他地域住民等によるボランティア活動として河川愛護団体（管内５５）・きのくにリバーアドプ

ト事業参加団体（管内３）が定期的に草刈り・清掃を実施しており、河川管理上重要な役割を担って

います。 

 

 

[河川管理処理関係] 

区  分 
新規許可件数 継続許可件数 

30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 

住宅倉庫 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

昇降路 0 0 0 0 0 5 3 5 15 21 

堰 1 0 0 0 0 2 2 12 12 10 

樋管樋門 0 0 0 0 0 0 2 6 7 12 

橋梁 1 0 1 2 1 53 44 108 418 81 

埋設物 0 0 0 0 0 10 11 17 19 15 

その他（橋梁添加を含）  28 28 61 36 18 214 244 726 410 287 

形状変更一時占用 66 49 50 47 44      

 
 
[河川愛護団体] 

 名   称 代表者氏名 設立年月日 対象河川 

1 中芳養道路河川愛護会 田中 敦 昭和44年 1月 25日 芳養川、小畔川 

2 内ノ井道路河川愛護会 森田 誠哉 昭和50年 6月 20日 内の井川、富田川 

3 稲成道路河川愛護会 山田 能久 昭和50年 7月 1日 稲成川、荒光川、左会津川 

4 秋津町河川愛護会 中田 康彦 昭和51年 2月 1日 左会津川、右会津川 

5 田中道路河川愛護会 田中 寬貴 昭和51年 3月 1日 芳養川、田川 

6 左向谷川河川愛護会 一ノ谷 明 昭和52年 7月 31日 左向谷川 

7 上富田町岡道路河川愛護会 井澗 清一 昭和52年 5月 2日 岡川 

8 田辺市伏菟野道路河川愛護会 眞砂 恵一 昭和52年 7月 1日 左会津川 

9 安宅区道路河川愛護会 場谷 新二 昭和52年 12月 26日 日置川、安宅川 

10 三栖河川愛護会 川村 康 昭和 53年 1月 1日 左会津川 
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 名   称 代表者氏名 設立年月日 対象河川 

11 富田区高瀬川愛護会 野々田 憲市 昭和 54年 4月 15日 高瀬川 

12 田熊川河川愛護会 平岩 晃 昭和 54年 4月 1日 田熊川 

13 保呂区富田川左岸地区河川愛護会 高垣 啓 昭和 54年 10月 1日 富田川、瀬田川 

14 根皆田川河川愛護会 松井 孝恵 昭和 54年 4月 1日 根皆田川 

15 惣田川河川愛護会 小倉 久義 昭和 54年 4月 1日 惣田川 

16 志原川愛護会 山川 勲 昭和 54年 12月 1日 志原川 

17 汗川河川愛護会 田上 恵 昭和 54年 4月 1日 汗川 

18 中区富田川河川愛護会 金地 孝雄 昭和 55年 2月 1日 富田川 

19 大古道路河川愛護会 冷水 喜久夫 昭和 55年 2月 10日 日置川 

20 内ﾉ川区富田川左岸地区河川愛護会 福田 勝己 昭和 55年 4月 1日 富田川 

21 清水谷川河川愛護会 藤井 正和 昭和 54年 4月 1日 清水谷川 

22 田辺市芳養町芳養川河川愛護会 山本 雅敏 昭和 55年 7月 1日 芳養川 

23 会津川河川愛護会 田端 直人 昭和 56年 5月 18日 左会津川 

24 長野河川愛護会  森 佳弘 昭和 57年 5月 1日 左会津川 

25 庄川河川愛護会 湯川 清志 昭和 58年 3月 18日 庄川 

26 十九淵区高瀬川河川愛護会 大谷 博美 昭和 58年 4月 8日 高瀬川 

27 富田川愛護会 寺本 利夫 昭和 58年 7月 1日 富田川 

28 久保田川河川愛護会 谷口 浩司 平成 2年 1月 1日 久保田川 

29 日置川塩野愛護会 前岩 崇 平成 3年 4月 1日 日置川 

30 日置川滝愛護会 清水 哲治 平成 3年 4月 1日 日置川 

31 日置川矢田愛護会 青山 茂樹 平成 3年 4月 1日 日置川 

32 田野井河川愛護春日会 田井 成晴 平成 3年 4月 1日 日置川 

33 万呂河川愛護会 米田 秀彦 平成 4年 3月 13日 左会津川 

34 平河川愛護会 撫養 睦也 平成 7年 1月 1日 富田川 

35 保呂区瀬田川河川愛護会 栗原  功 平成 7年 4月 1日 瀬田川 

36 栄区富田川愛護会 深見 昇 平成 7年 10月 12日 富田川 

37 田川河川愛護会 坂本よしつぐ 平成 9年 10月 20日 田川 

38 日置川口ヶ谷河川愛護会 小林 亮 平成 8年 1月 1日 日置川 

39 境河川愛護会 木下 恵 平成 10年 1月 10日 芳養川 

40 下鮎川環境美化ｸﾞﾙｰﾌﾟ 山本 富続 平成 15年 6月 4日 富田川 

41 畑山河川愛護会 立岩 佳都二 平成 15年 7月 23日 富田川 

42 下田熊河川愛護会 稗田 敬一 平成 16年 3月 4日 富田川 

43 坊垣内地区河川愛護会 後藤  昇 平成 6年 7月 8日 日高川 

44 千鉢区河川愛護会 玉井 利夫 平成 18年 5月 1日 右会津川 

45 岩崎地区富田川愛護会 鈴木 安吉 平成 18年 7月 1日 富田川 

46 上秋津岩内区右会津川河川愛護会 小郷  卓 平成 19年 5月 1日 右会津川 

47 大川河川愛護会 梅田 敏文 平成 19年 10月 10日 富田川 

48 市ノ瀬・下鮎川環境づくりグループ 池口 公二 平成 21年 1月 5日 富田川 

49 万呂小泉河川愛護会 細川 幸男 平成 21年 4月 1日 左会津川 

50 宮ノ尾河川愛護会 榎本 雄司 平成 22年 4月 1日 富田川 

51 中ノ岡河川愛護会 木村 圭介 平成22年 4月 1日 富田川 

52 くまの河川愛護会 中尾 彦孝 平成20年 10月 1日 日置川 

53 LAR河川愛護会 宮崎 慎市郎 平成 28年 8月 1日 左会津川 

54 大芝水利組合河川愛護会 木村 幹広 平成 28年 10月 1日 富田川 

55 市ノ瀬まちづくり推進協議会 池口 公二 平成 29年 6月 1日 富田川 
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[きのくにリバーアドプト事業] 

 名   称 代表者氏名 覚書締結年月日 対象河川 

1 中村組釣吉ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ日高川龍神ｸﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ 中村 康 平成 18年 2月 1日 日高川 

2 渡瀬やったろ会 大玉 拓 平成 19年 4月 16日 四村川 

3 前地水利組合 中村 全文 平成 20年 4月 1日 熊野川 

 

（３）漁港管理 

当建設部が管理する漁港は、田辺漁港（江川、戎、湊浦の３地区）です。第３種漁港（その利用範 
囲が全国的なもの）として昭和２７年に農林大臣に指定されました。 
 その維持管理に関しては、漁港漁場整備法及び和歌山県漁港管理条例に従い行っています。 
主な業務として、漁港区域内の水面・公共空地・漁港施設の占用等の許可及び占用料等の徴収等が 
あります。 
 
[漁港管理処理件数] 

区  分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

公 共 空 地 ９８ ９９ ８８ ９８ ８５ 

公 有 水 面 ５ ５ ５ ５ ５ 

漁 港 施 設 ７８ ７９ ７９ ８７ ７４ 

 

（４）海浜地及び公有水面 

 当建設部管内の海岸（海浜地及び公有水面等）において、法により区域の指定を受けている箇所は、

海岸保全区域が２１箇所で延長が２６．５㎞、港湾区域が文里港、日置港の２箇所（港湾隣接区域と

海岸保全区域にも指定されています。）です。その他の指定を受けていない海岸を一般公共海岸として

管理しています。 
これら区域等の適正かつ効果的な維持管理を図るため、不法占用等の是正指導及び占使用許認可業 

務を行っています。 
 
[占使用等許可件数] 

区  分 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

海岸法による海岸保全区域 １２ １２ ２ １０ ９ 

海岸法による一般公共海岸 ４ １ ０ ０ １ 

港 湾 法 ８ ６ ６ ４ ２ 

公有水面埋立法（権利移転含） ４ １ １ １ ０ 
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１２．用地業務 

 当建設部の所管にかかる公共事業に必要な用地の買収並びに物件等の補償事務を取り扱っています。 

 当管内の問題点としては、下記の点があげられます。 

（１）公図混乱 

山間部においては、法務局備え付けの公図と山林農地等の地番や実際の位置が一致していない場合

があります（公図混乱）。そのために公図から地番を特定することは難しく、また、買収用地の分筆登

記等を行う場合には、その前提として公図訂正をする必要があります。公図訂正には関係地権者全員

の承諾が必要であり、公図訂正作業に日数を要します。また、関係地権者の一人でも承諾を得られな

い場合には、公図訂正ができず、用地買収（登記）ができないなど、用地取得の隘路となっています。 

（２）多数相続 

 山間部の山林農地、原野等においては、何代にもわたり相続登記が未了となっている土地が多く、

多数の相続人が存在し、相続人が県外あるいは海外へ転出している場合があり、所有者の探索、特定

等に日時を要するなど、用地取得の隘路となっています。 

 

[用地取得及び物件補償状況] 

（単位：円） 

区 分 
用 地 費 物件補償費 合  計 

取得面積 
金 額 金 額 金 額 

平成２８年度 276,586,438 693,342,948 969,929,386 22,306㎡ 

平成２９年度 330,867,903 371,952,562 702,820,465 38,157㎡ 

平成３０年度 112,821,258 550,888,885 663,710,143 57,334㎡ 

令和 元年度 266,020,896 946,709,594 1,212,730,490 15,996㎡ 

令和 ２年度 304,664,846 1,062,153,759 1,366,818,605 46,905㎡ 

令和 ３年度 576,700,663 1,259,784,168 1,836,484,831 144,410㎡ 

令和 ４年度 257,792,076 727,514,024 985,306,100 20,820㎡ 
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１３．建築業務 

（１）関係法令に基づく建築物・工作物の規制誘導 

  ①都市計画法 

   特別用途地区、地区計画の指導 

  ②建築基準法 

   西牟婁振興局管内と東牟婁振興局管内の一定規模以上の建築確認申請 

   西牟婁振興局管内の中間検査、完了検査 

  ③建築士法 

   西牟婁振興局管内の建築士、建築士事務所の指導 

  ④宅地建物取引業法 

   西牟婁振興局管内の宅地建物取引主任者、宅地建物取引業者の指導 

  ⑤景観法・和歌山県景観条例（建築物に限る） 

   西牟婁振興局管内の建築物の適合審査 

  ⑥バリアフリー法・和歌山県福祉のまちづくり条例（建築物に限る） 

   西牟婁振興局管内の建築物と建築物敷地の適合審査 

  ⑦建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法） 

   西牟婁振興局管内の届出受理 

  ⑧建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(建築物に限る) 

   西牟婁振興局管内の届出受理 

  ⑨長期優良住宅の普及の促進に関する法律 

   西牟婁振興局管内の認定 

  ⑩都市の低炭素化の促進に関する法律 

   西牟婁振興局管内の認定 

  ⑪空家等対策の推進に関する特別措置法 

   市町への助言等（空家相談会等） 

  

[建築確認処理件数]（建築設備及び工作物、変更確認含む） 

区  分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

建 築 確 認 ２７３ ２６１ ２９６ ３０７ ２６７ ２１９ 

建築完了検査 ２５６ ２２８ ２４５ ２５４ ２５５ ２３６ 

中 間 検 査 １５６ １５２ １７３ １８５ １６３ １３３ 

計 ６８５ ６４１ ７１４ ７４６ ６８５ ５８８ 

 

（２）県営住宅管理業務 

 公営住宅法に基づき建設された所管区域内の県営住宅の管理業務で、住宅の使用許可、使用料徴収、

入退去手続及び修繕工事等維持管理に関する業務を行っています。 

[県営住宅の状況] 

建築年度 団 地 名 戸 数 間 取 備   考 

昭和２９年度 田 辺 （田 辺 市） １８ ２ＤＫ  

４２ 白 浜 （白 浜 町）  ８ 〃 ２号棟､３号棟 

４３ 〃 （  〃  ）  ６ 〃 ４号棟 
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４６ 新 万 （田 辺 市） ２４ ３ＤＫ ３号棟 

４７ 〃 （  〃  ） ２４ 〃 ２号棟 

４８ 〃 （  〃  ） ２４ 〃 １号棟 

５０ 丹 田 台 （上富田町） ６４ 〃 １号棟､２号棟 

５１ 文 里 （田 辺 市） ３２ 〃 １号棟､２号棟 

５２ 阪 田 （白 浜 町） ２４ 〃 １号棟 

５３ 〃 （  〃  ） ２４ 〃 ２号棟 

５２ 内 ノ 浦 （田 辺 市） ２４ 〃 １号棟 

５３ 〃 （  〃  ） ２４ 〃 ２号棟 

５４ 〃 （  〃  ） ４０ 〃 ３号棟 

５３ 日 置 （白 浜 町） ２４ 〃 １号棟 

５６ 鮎 川 （田 辺 市） ２４ 〃  

５６ 西 跡 之 浦 （ 〃  ） ２４ 〃 １号棟 

５７ 〃 （  〃  ）  ４ ４ＤＫ 
２号棟 

５７ 〃 （  〃  ） ２０ ３ＤＫ 

５８ 日 置 （白 浜 町） ２４ 〃 ２号棟 

６２ 丹 田 台 （上富田町） ３０ 〃 ３号棟､４号棟 

６３ 鮎 川 第 ２ （田 辺 市） ２４ 〃 １号棟 

平成２年度 栗 栖 川 （ 〃  ） ２４ 〃 １号棟､２号棟 

３ 鮎 川 第 ２ （ 〃  ）  ４ ３ＬＤＫ 
２号棟 

３ 〃 （  〃  ） １２ ３ＤＫ 

４ 椿 （白 浜 町） ３０ ３ＬＤＫ  

５ 中 芳 養 （田 辺 市） ４８ 〃 １号棟､２号棟､３号棟 

９ 岡 （上富田町）   ８ ３ＤＫ １号棟 

９ 〃 （  〃  ） ２１ ２ＬＤＫ ２号棟､３号棟 

合      計 ６５７   

 

 

（３）営繕工事関係業務 

西牟婁・東牟婁振興局管内で行う営繕工事並びに調査、測量、設計及び工事監理に関する委託業務

を行っています。 

（単位：千円） 

 

区 分 

 

令 和 ４ 年 度 

国庫補助 県単独 計 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

営繕工事 9 146,597 21 1,100,381 30 1,246,978 

設計委託 4 8,489 9 34,451 13 42,940 
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① 完成工事 
 

熊野高校講堂新築工事 
    老朽化した講堂の建て替えを目的として建設しました。紀州材の無垢材を活用した木造トラ

スによる大空間建築となっており、一部内外装材には、以前学校での演習に使用していた学校

林（演習林）の木材を利用しています。 
   （木造、平屋建て、７９０㎡） 
 

    
    

② 施工中工事 
 

１．南紀はまゆう支援学校新築工事 
    肢体不自由教育を行う南紀支援学校と知的障害教育及び聴覚障害教育を行うはまゆう支援学

校の２校について、みなべ、西牟婁地域の特別支援学校教育を牽引する拠点校として両校を統 

合した機能を有する施設の整備を目的としています。工事は２期に分けて行い、１期工事（Ｒ

Ｃ造、３階建て、７，５５９㎡）については令和３年１２月に完成し、引き続き２期工事（Ｒ

Ｃ造、３階建て、６，４１６㎡）の施工を行っており、令和５年秋頃の完成を目指していま

す。 
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１４．建設業許可業者 

                                  令和５年３月末現在 

 

市 町 名 

大臣許可 知事許可 計 合 計 

法 人 個 人 法 人 個 人 法 人 個 人 

田 辺 市 ２ ０ ２３０ １７２ ２３２ １７２ ４０４ 

白 浜 町 ０ ０ ６５ ４３ ６５ ４３ １０８ 

上 富 田 町 １ ０ ３０ ３５ ３１ ３５ ６６ 

計 ３ ０ ３２５ ２５０ ３２８ ２５０ ５７８ 

 ※他府県に営業所を持っている場合、大臣許可となります。
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１５．歳入関係                （単位：円） 

調定件数 調　定　額 調定件数 調　定　額

土木費負担金 5 76,663,000 7 171,807,000

　砂　　　　　　　　防 4 34,997,000 5 33,474,000

　街　　　　　　　　路 1 41,666,000 2 138,333,000

港湾施設使用料 12 12,037,752 10 11,692,958

　小型船舶けい留施設使用料 12 12,037,752 10 11,692,958

農林水産業使用料 131 16,898,059 128 17,459,145

　漁　　　　　　　　港 131 16,898,059 128 17,459,145

土木使用料 13,669 203,613,711 14,838 207,613,775

　貸     　地     　料 3 6,990 3 6,990

　道　　　　　　　　路 371 21,381,555 378 22,388,880

　河　　川　　堤　　塘 278 30,099,943 254 30,314,741

　港　 湾  ・  海 　岸 98 2,090,756 98 2,096,471

　県  公  営  住  宅 7,154 134,261,583 7,153 133,399,288

　駐　　　 車　     場 5,765 15,772,884 5,660 15,448,855

　共　　 　益　　 　費 0 0 1,292 3,958,550

証紙外収入 95 150,120 1,366 489,750

　共益費徴収手数料 0 0 1,292 387,600

　公文書開示手数料 95 150,120 74 102,150

生産物売払収入 3 805,794 2 7,926,226

　土　　砂　　砂　　利 3 805,794 2 7,926,226

延滞金 1 1,000 0 0

　延滞金(港湾空港振興課) 1 1,000 0 0

市町村受託事業収入 （明許繰越） 1 3,833,000 0 0

　土木（河川）（明許繰越） 1 3,833,000 0 0

雑入 8 273,279 2 830,760

　漁港管理 2 260,960 0 0

　公用車関係還付金（道路保全課） 0 0 1 10,840

　港湾管理 1 6,080 0 0

　返還金 4 4,179 0 0

　その他 1 2,060 1 819,920

  　　 合　　計 13,925 314,275,715 16,353 417,819,614

科　　　目
令和３年度 令和４年度

 

 


